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障害者への医療費助成について

　該当する可能性がある場合はご相談ください。
◆心身障害者（児）医療費助成

【対象】身体障害者手帳 1・2 級（内部障害は 3
級）、愛の手帳 1・2 度、または精神障害者保健
福祉手帳 1級の方
◆精神通院医療

【対象】精神通院している在宅の精神障害者
◆更生医療

【対象】18 歳以上で東京都心身障害者福祉セン
ターの判定に基づき該当すると認められた身体
障害者
◆難病等医療費の助成

【対象】①国または都の指定する難病にり患し
ている方
②次の（ア）または（イ）のいずれかに該当する方
（ア）その病状が厚生労働大臣または知事が定
める程度の方

（イ）（ア）に該当しないが、同一の月に受けた
難病に係る医療費総額について、33,330 円を
超えた月数が、申請を行った日の属する月以前
の 12 か月以内にすでに 3か月以上あった方
◆小児慢性疾患医療費助成

【対象】18 歳未満で、小児慢性対象疾患にり患
している方（ただし、18 歳以降についても、
継続して更新手続を行った場合に限り、20 歳
まで延長可能。）

◆ B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成
【対象】B 型・C 型肝炎のインターフェロン
治療（3 剤併用療法を含む）、B 型肝炎の核
酸アナログ製剤治療および C 型肝炎のイン
ターフェロンフリー治療を要すると診断され
た方
◆肝がん・重度肝硬変医療費助成制度

【対象】次の（ア）～（ウ）のすべてに該当す
る方

（ア）B 型・C 型ウイルスによる肝がん・重度肝
硬変と診断されている方

（イ）医療保険に加入しており、世帯の収入が
おおむね 370 万円未満の方

（ウ）申請月の前の 11 か月以内に、指定医療機
関で高額療養費算定基準額を超えた入院が 3 か
月以上ある方
◆小児精神障害者入院医療費助成

【対象】精神科への入院治療を必要とする 18 歳
未満の方

〈共通〉【問合せ】障害福祉課☎ 551・1742
◆育成医療

【対象】18 歳未満で肢体不自由、視覚障害、心
臓障害等の機能障害があり、手術等により障害
の改善が見込まれる方

【問合せ】子ども育成課子育て支援係☎ 551・
1737

重
度
心
身
障
害
者
あ
ん
し
ん
シ

ス
テ
ム
に
つ
い
て

◆
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

　

家
庭
内
で
緊
急
事
態
に
陥
っ

た
際
に
、
ペ
ン
ダ
ン
ト
等
を
押

す
だ
け
で
東
京
消
防
庁
に
通
報

さ
れ
、
近
隣
の
協
力
員
と
の
地

域
協
力
体
制
に
よ
り
、
速
や
か

な
救
助
を
行
い
ま
す
。

【
対
象
】
18
歳
以
上
の
1
人
暮

ら
し
な
ど
の
重
度
身
体
障
害
者

（
2
級
以
上
）、
難
病
患
者
（
都

の
医
療
券
所
持
者
）

介
護
保
険
料
の
特
別
徴
収
開
始

の
お
知
ら
せ

　

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険

料
は
、
原
則
と
し
て
特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
に
よ
る
支
払
方

法
）
に
よ
り
お
支
払
い
い
た
だ

き
ま
す
。

　

現
在
、
普
通
徴
収
（
納
付
書

や
口
座
引
落
し
に
よ
る
支
払
方

法
）
の
方
の
中
で
、
平
成
31
年

度
よ
り
特
別
徴
収
が
新
規
開
始

と
な
る
方
に
は
「
介
護
保
険
料

特
別
徴
収
（
仮
徴
収
）
開
始
通

知
書
」
を
次
の
と
お
り
お
送
り

し
ま
す
。

①
4
月
開
始
の
方
…
3
月
に
通

知②
6
月
開
始
の
方
…
6
月
に
通

知③
8
月
ま
た
は
10
月
開
始
の
方

…
7
月
上
旬
に「
納
入
通
知
書
」

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

平
成
31
年
度
か
ら
特
別
徴
収

が
新
規
開
始
と
な
る
方
の
多
く

は
、
平
成
30
年
中
に
65
歳
に
な

ら
れ
た
方
や
転
入
さ
れ
た
方
な

ど
で
す
。

　

ま
た
、
特
別
徴
収
開
始
に
際

し
て
の
手
続
き
等
は
不
要
で

す
。

【
問
合
せ
】
介
護
福
祉
課
介
護

保
険
係
☎
551
・

１
７
６
４

家
族
介
護
者
の
交
流
会

　

昨
年
12
月
に
行
わ
れ
た
家
族

介
護
者
交
流
会
で
は
、
日
ご
ろ

話
せ
な
い
介
護
の
苦
労
話
な
ど

を
、
集
ま
っ
た
方
た
ち
で
共
有

し
ま
し
た
。

 

家
族
介
護
者
同
士
が
話
を
す

る
場
の
大
切
さ
を
改
め
て
感
じ

ら
れ
る
、　

そ
ん
な
集
い
の
場

を
ま
た
開
催
し
ま
す
。

【
日
時
】
3
月
26
日
㈫
午
前
10

時
～
正
午

【
場
所
】
市
役
所
第
一
棟
２
階

第
２
会
議
室

【
対
象
】
家
族
を
介
護
し
て
い

る
方
、
介
護
を
経
験
さ
れ
た
方

【
申
込
み
】
介
護
福
祉
課
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
係
☎
551
・

１
５
３
７

※
「
当
日
は
都
合
が
つ
か
な
い

け
れ
ど
、
今
後
交
流
会
の
情
報

が
あ
っ
た
ら
知
ら
せ
て
ほ
し

い
」
と
い
う
方
も
、
お
気
軽
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

コ
ロ
バ
ン
教
室
ス
ペ
シ
ャ
ル

　

こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
地
域

で
「
コ
ロ
バ
ン
教
室
」
を
行
い
、

介
護
予
防
の
お
話
や
転
倒
を
防

ぐ
運
動
を
広
め
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
「
コ
ロ
バ
ン
教
室
ス

ペ
シ
ャ
ル
」
で
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
専
門
職
が
登
場
し
、
介
護
予

防
に
必
要
な
知
識
を
伝
授
し
ま

す
。
簡
単
な
体
力
測
定
や
運
動

も
行
い
ま
す
。
今
ま
で
コ
ロ
バ

ン
教
室
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ

る
方
も
、
な
い
方
も
ど
う
ぞ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】
3
月
28
日
㈭
午
後
２

時
～
４
時

【
場
所
】
公
立
福
生
病
院
（
多

目
的
ホ
ー
ル
）

【
定
員
】
先
着
50
人　

【
講
師
】
理
学
療
法
士
等
（
公

立
福
生
病
院
所
属
）

【
申
込
み
】
受
付
中
。
電
話
で

救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
を
お
持

ち
の
方
へ
～
カ
ー
ド
の
更
新
の

お
知
ら
せ
～

　

キ
ッ
ト
を

お
持
ち
の
方

へ
、
更
新
用

の
「
救
急
医

療
情
報
カ
ー

ド
」
を
お
送
り
し
ま
す
。

　

最
新
の
医
療
情
報
で
な
い
と

救
急
医
療
の
と
き
に
適
切
な
処

置
が
で
き
な
く
な
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。
医
療
情
報
等
を
書
き

換
え
て
キ
ッ
ト
の
中
に
最
新
の

情
報
を
保
管
し
て
お
い
て
く
だ

さ
い
。
※
救
急
医
療
情
報
カ
ー

ド
は
各
自
で
保
管
し
て
い
た
だ

く
も
の
で
す
。
提
出
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ
】
介
護
福
祉
課
高
齢

福
祉
係
☎
551
・

１
７
５
１

福
祉
バ
ス
代
車
運
行
に
つ
い
て

　

福
祉
バ
ス
の
車
検
手
続
き
に

伴
い
、
次
の
日
程
で
代
車
に
よ

る
運
行
を
行
い
ま
す
。
お
間
違

え
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま

す
。

【
福
生
コ
ー
ス
（
つ
つ
じ
号
）】

３
月
1
日
㈮
・
2
日
㈯

【
熊
川
コ
ー
ス（
も
く
せ
い
号
）】

３
月
7
日
㈭
～
9
日
㈯

【
問
合
せ
】
介
護
福
祉
課
高
齢

福
祉
係
☎
551
・

１
７
５
１

動
き
で
示
す
あ
な
た
の「
言
葉
」

『
手
話
体
験
講
座
』

　

手
話
は
、
聴
覚
障
害
者
が
他

人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
る
方
法
の
ひ
と
つ
で
す
。
手

話
表
現
を
知
る
こ
と
は
、
聴
覚

障
害
者
と
つ
な
が
る
た
め
の
第

一
歩
で
す
。
こ
の
体
験
講
座
で

や
さ
し
く
、
楽
し
く
手
話
を
学

ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

【
日
時
】
3
月
15
日
㈮
・

22
日
㈮

午
前
10
時
～
正
午(

全
2
回)

【
場
所
】
公
民
館
本
館
視
聴
覚
室

【
対
象
】
市
内
在
住
・

在
勤
・

在

学
の
方(

優
先)

で
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
に
関
心
が
あ
り
、

手
話
学
習
経
験
の
な
い
方

【
定
員
】
先
着
20
人

【
講
師
】
手
話
講
習
会
運
営
委

員
会

【
参
加
費
】
500
円(

全
2
回
分)

【
申
込
み
】
受
付
中
。(

日
曜

日
を
除
く
午
前
8
時
30
分
～
午

後
5
時
15
分
の
間
に
）
ふ
っ
さ

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

市
民
活
動
セ

ン
タ
ー
☎
552
・

２
１
２
２
へ
。

～
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
相

談
を
～
「
心
の
相
談
」

　

対
人
関
係
・

思
春
期
・

高
齢
期
・

子
育
て
な
ど
の
心
の
問
題
や
病

気
に
つ
い
て
、
精
神
科
医
が
相

談
に
応
じ
ま
す
。

◆
火
災
安
全
シ
ス
テ
ム

　

家
庭
内
で
の
火
災
に
よ
る

緊
急
事
態
に
備
え
て
火
災
警

報
器
等
を
設
置
す
る
こ
と
に

よ
り
、
火
災
発
生
時
に
東
京

消
防
庁
に
自
動
通
報
し
、
迅

速
な
消
火
活
動
お
よ
び
救
助

を
行
い
ま
す
。

【
対
象
】
18
歳
以
上
の
一
人
暮

ら
し
な
ど
の
重
度
身
体
障
害
者

（
2
級
以
上
）
や
重
度
知
的
障

害
者
（
2
度
以
上
）

【
問
合
せ
】
障
害
福
祉
課
☎
551
・

１
７
４
２

「
74
歳
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

訪
問
」
に
つ
い
て

　

介
護
福
祉
課
で
は
、
74
～

75
歳
の
方
を
対
象
に
、「
基
本

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
訪
問
」
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
業
は

介
護
予
防
を
目
的
に
、
介
護
状

態
に
な
る
危
険
性
が
高
ま
る

手
前
の
年
齢
の
方
へ
、
基
本

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
活
用
し
た

介
護
予
防
の
普
及
啓
発
を
行
う

も
の
で
す
。

　

市
内
3
か
所
の
在
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
に
委
託
し
実
施
し

ま
す
の
で
、
職
員
が
訪
問
す
る

際
は
、
可
能
な
範
囲
で
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
介
護
福
祉
課
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
係
☎
551
・

１
５
３
７

【
日
時
】
3
月
15
日
㈮
午
後
１

時
～
２
時
30
分

【
場
所
】
福
祉
セ
ン
タ
ー
相
談

室
【
対
象
】
心
の
問
題
や
病
気
を

抱
え
て
い
る
市
民
と
そ
の
家
族

な
ど

【
定
員
】
先
着
２
人
（
予
約
制
）

※
初
め
て
の
相
談
の
方
に
限

り
ま
す
。
相
談
内
容
は
秘
密

厳
守

【
申
込
み
】
3
月
4
日
㈪
か
ら

（
土
・

日
曜
日
を
除
く
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
の

間
に
）
社
会
福
祉
協
議
会
・

成

年
後
見
セ
ン
タ
ー
福
生
☎
552
・

５
０
２
７
へ
。

介
護
福
祉
課
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
係
☎
551
・

１
５
３
７
へ
。


